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築十年くらいで実施する初めての

大規模修繕は、デベロッパーに瑕疵

補修を求める最後の機会になる。こ

のため、不具合個所を徹底的に洗い

出す必要がある。その最も有効な方

法が住民などを対象にしたアンケー

ト調査だ。

事細かに尋ねて気づかせる

調査票をつくる際のポイントは、

回答する人ができるだけ細かな点に

気づくように質問を用意することだ。

例えば漏水については、「どこか」

「どの程度か」「どのような時か」と、

事細かに尋ねる。みんなで悪いとこ

ろを探して、みんなで直していくと

いう意識を持ってもらうためだ。

また、修繕工事に着手してから

「ここも悪い」「あそこも悪い」と言

われても対応できない。そもそも修

繕設計に含まれていないと追加工事

になってしまい、計画的な補修がで

きなくなってしまう。早い段階で不

具合部分を確認することが重要だ。

さらに、「補修したか」「止まった

か」とその後の状況も尋ねる。もし、

止まっていないとすると、今後の目

［マンション］�
繰り返し修理しても漏水が止まらない、あちこちの住戸で同じような位置に結露が

生じている──。大規模修繕では早期に建物の弱点を把握することが重要だ。有効

な手段としては、住民から不具合の発生状況を事細かに聞き出すアンケート調査

や、瑕疵補修伝票などから過去の修繕歴を調べ挙げる方法がある。（本誌）

アンケートで弱点洗い出す
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●アンケートの設問はこうしてつくる

事細かに質問する�ポイント①�

漏水のような重要な不具合は何度も質問する�ポイント②�
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視調査や物性調査の段階で原因を詳

しく調べるべき個所と目星をつける

ことができる。

東京・多摩ニュータウンにある住

戸数170戸ほどのマンションで、ア

ンケート調査の結果、専有部分の漏

水発生率が25％とかなり高かった例

がある。統計的なデータをとったわ

けではないが、築後10年では5～10％

程度が一般的で、20％を超えるとか

なり多いという印象だ。その後、詳

しい調査を行ったところ、プレキャ

スト板の目地部分の納まりが原因で、

気づいていない住戸でも漏水が発生

していたことが分かった。アンケー

ト調査の結果から、建物の弱点が浮

き彫りになり、大がかりな瑕疵補修

を求めるに至った例と言える。

答えやすい室内から共用部へ広げる

調査票の構成は別表の通りだ。最

大の目的は、建物の不具合発生状況

を聞き出すことなので、事細かに聞

いていく。身近な室内から始め、バ

ルコニー、テラス、玄関まわり、廊

下、階段と、共有部分へと広げてい

く。設備関係については、給排水、

換気など、システムごとに尋ねる。

ただし、築後十数年程度で実施する

初めての大規模改修では設備システ

ムが問題になることはまれなので、

さらっと流すことが多い。築後20年

を超えて実施する2回目、3回目の大

規模修繕の時の方が、設備が老朽化

し、世の中の要求性能との開きもで

●事細かなアンケートで回答者に不具合を気づかせる
例えば）漏水など重要な項目は、室内、外壁、バルコニーと何度も問いかける

●管理組合や個々の住戸で行った補修工事から不具合の傾向をつかむ
例えば）瑕疵補修伝票、修繕工事記録、管理組合の総会議事録などをリスト化

●竣工図に不具合個所などをまとめておく
例えば）竣工図については、デベロッパーや元設計事務所に管理組合を通じて
問い合わせる。なければ実測して作図する

大規模修繕はここが勘所

●日本建築士会連合会とJIAのCPDについて●
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●分析で弱点を導き出す

室内への漏水が112件
中23件にも及び、築
後10年経過のマンシ
ョンでは異常に多い

23件の漏水のうち、
11件（8件＋3件）が
雨漏れで、この原因究
明と対策が修繕のポイ
ントのひとつとなる



てくる。このとき、じっくり取り組

むことが多い。

アンケートの調査表は、不在家主

を含めたすべての区分所有者と賃貸

居住者に送る。現に住んでいる人は

今の状況がよく分かるし、賃貸して

いる住戸については前の居住者の時

の状況などは所有者しかわからない

ので不在家主にも送る必要がある。

さらに、十数年間にわたって集め

てきた修繕積立金を使う大事業を実

施することを不在家主にも伝えてお

くことは重要だ。万一、今の修繕積

立金では不足していて、修繕積立金

を値上げしなければいけないような

場合でも、アンケートなどで大規模

修繕を実施していることを伝えてお

くと、話がスムーズに進む。できる

だけ多くの人の目で、不具合個所を

洗いざらい明らかにしておくことが

重要になる。

瑕疵補修伝票から共通の弱点を探る

人の病歴や診療行為の経過をカル

テに記録するように、建物・施設を

維持管理してきた経過は瑕疵補修伝

票や修繕工事記録から分かる。建物

調査は、調査対象建物、施設の欠陥

やあらを探し、修繕、改修すべきポ

イントを探り出すことである。その

手掛かりは、過去の管理記録や修繕

伝票からも得られる。

まず、押さえておきたいのが瑕疵

補修伝票と修繕工事記録だ。雨漏り

した、サッシが動かない──といっ
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●不具合個所の洗い出しを目的としたアンケート項目の一覧

●修繕歴はこうして整理する
【瑕疵補修伝票や修繕工事記録の場合】
入居後の経年別、住棟別、住戸別に、どのような補修がなされてきたかをみる

【管理組合の総会議事録の場合】
定期点検、清掃、小修理に要する費用、内容を検討し、異常値があれば問題点を探る

［アンケート調査の項目一覧］
1．室番号、名前、電話番号
2．家族や暮らしの状態など
3．室内の不具合
4．鋼製建具、サッシなど
5．室内のリフォーム
6．バルコニー、ドライエリア、ルーフテラス
7．花壇（鉢置き台）
8．玄関まわり、階段室、エントランスなど
9．竪樋、軒樋、ドレイン
10．自転車、バイク、駐車場
11．団地内共用部、屋外環境
12．水道
13．排水設備
14．都市ガス設備および給湯設備
15．冷暖房、換気設備
16．CATV、TV共聴設備
17．ホームオートメーション設備
18．電力会社と契約している電気容量
19．管理組合の規約や建築協定
20．自由意見

まずは居住者のプロフィールを尋ねる。ここから、マ
ンションが高齢化に向かっているか、子どもが多いか、
などが分かる

ポイント1

メーンは不具合個所の洗い出し。身近な室内から始め、
バルコニー、階段室、屋外などに質問を広げていく。
専有部に限らず、共用部にも関心をもってもらう

ポイント2

設備については、システムごとに分けて尋ねた方がイ
メージしやすいようだ

ポイント3

アンケート後に実施する目視詳細調査を重点的に実施
する不具合個所（住戸）を抽出する

ポイント4



た不具合を瑕疵として補修した記録

だ。ここには部分的な施工不良とと

もに、建物全体に共通する不具合が

隠れている可能性がある。

管理組合規約や毎年の総会議案書

に記載された修繕費の動き、修繕内

容、さらには修繕伝票、瑕疵補修伝

票などの修繕記録の調査から建物施

設の弱点、癖、傾向や、何度も修繕

や補修が繰り返されていても問題が

解決されていない個所などを探り当

てる手がかりとなる。

竣工図面がなければ実測してつくる

建物を長期に維持管理する上で竣

工図面はなくてはならないものであ

る。大規模修繕に当たって、竣工図

面があるか否かも重要だ。

販売時のパンフレットを居住者が

持っているだけで、全く竣工図面が

ない場合もある。竣工図面が保管整

備されていない場合は、デベロッパ

ーや元設計事務所、元施工会社に竣

工図面の再提出を、管理組合を通し

て請求し、竣工図書を整備すること

から始める。

マンションの販売会社であるデベ

ロッパーや不動産会社が倒産したり、

さらに建設会社や設計事務所も同様

に倒産してしまったマンションもあ

る。この場合は、実測調査を行い、

平面図や立面図、断面図、給排水設

備や電気、ガス設備の系統図を作成

する作業から始めなければならない。

本来、既存建物の修繕設計業務で

は図面作成作業はあまりない。既存

建物の修繕設計は、既にそこにある

建物を部位ごとに「どのように修繕

するか」を規定するための特記仕様

書が中心となるからだ。このため図

面表現は、部分的な修繕の指示図、

ディテールシートの積み重ねとなる。

それだけに、竣工図面の有無はその

後の作業量を大きく左右する。この

ように、必要な図面や資料がきちん

と保管されていることは、大規模修

繕には欠かせない。
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大規模修繕に必要な書類

マンションの管理組合が施設、建

物を維持管理する上で必ず備えてお

かなければならない資料は下表の通

りである。これらの資料が散逸して

いたり、整備・保管がなされていな

い場合は、その必要性を説明するこ

とから始める。

マンション管理の質は管理記録が

系統的に整備されているかどうかで

決まるといって過言でない。

マンションの調査診断の依頼を受

けたら、まず管理組合事務所の書庫

にどのような資料があるかを確認す

ることから始める。また、資料の内

容を丹念に読み込むことから、調査

診断業務は開始する。

これらの資料を丹念に分析するこ

とによって、①管理組合の組織、運

営の仕方、ものごとの決め方　②住

民が主体的に管理する「自主管理方

式」か、管理会社任せにする「委託

管理法式」か、その程度や管理の質

の良否　③マンションの歴史、慣習

など　④建物管理のハード面の実態、

過去の修繕・補修歴──などが分か

ってくる。

また、管理組合が発注する点検、

清掃、小口修繕などの日常的営繕は

管理組合の「一般管理費会計」で実

施し、大規模修繕工事は「修繕積立

金会計」で発注する。大規模修繕は

日常の管理・保全などの経常修繕の

延長で実施するので、この調査は欠

かすことができない。

分類

［管理組合が整理・保管しておくべき書類の一覧］

長期修繕計画書、各種調査診断報告書、数量調
書など

図面、竣工図、修繕工事図面など意匠・構造・
設備・電気・造園図

定期検査、定期点検、定期清掃などの報告書。
エレベーター、機械式駐車場、消防点検、水槽
の清掃、排水管清掃、等の管理業務報告集や記
録集

修繕伝票、瑕疵補修伝票、修繕工事記録、模様
替え申請集など

毎年の管理組合総会・議案書：管理費、修繕積
立金や毎年の事業計画、事業報告など

管理組合規約、諸協定、細則等駐車場・集会
所・駐輪場など共用施設の使用規定、模様替え
規定、小動物飼育協定、理事・役員や管理員の
職務規定ほか

外壁の面積やバルコニーの面積を拾った数量調書は見積
もりに役立つ。長期修繕計画書がある場合は、作成して
いるケースが多い

竣工図面をベースにして、瑕疵補修が必要な部分を書き
込む。改修設計のベースにもなる

設備関連の不具合発生状況とメンテナンスの頻度が分か
る。故障が頻繁に起きるようだと、機器の取り替えをア
ドバイスする。また、メンテナンスの頻度が少ない場合
は、機器の寿命が短くなる可能性もある

過去の修繕歴が分かる。アンケートを作成する際にも参
考になる

上段に準じて、管理組合が過去にどのように決議してき
たかが分かる

このマンションの物事の決定の仕方や管理の仕方が分か
る。具体的には、全体経理か棟別経理か、大きな事業を
進める際の決議の方法などが分かる

左の資料から分かること

管理会社との業務委託契約書、毎年提出される
管理報告書

これまでの維持管理の状況が分かる。また、管理組合が
自主管理しているか、管理会社まかせなのかも分かる


